
 

 

建築基準法に違反している建築物について，次のとおり命令しましたので，同法第９条

第１３項の規定により公告します。 

 

平成２５年１０月１５日 

京都市長 門 川 大 作   

 

建築物の所在地，用途

及び構造 

命令を受けた者の 

住所及び氏名 

命 令 

年月日 
命令の内容 根拠条項 

京都市南区西九条開

ケ町５２番地 

 

道場 

 

木造２階建て 

（建築主） 

京都市南区西九条開ケ

町５０番地 

 

鈴木 宏 

平成２５年

９月２４日 

工事の施工を

停止すること。 

建築基準法

第９条 

第１０項 
（工事請負人） 

京都府宇治市伊勢田町

遊田１２番地１０９ 

 

黒岡 健二 

平成２５年

９月２４日 

（都市計画局建築指導部建築安全推進課） 

 

 

 


